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巣立ってしまいました、ツバメたち 

ツバメの子どもたちが、いつの間にかいなくなっていました。あっという間

に成長した雛たちは、もう立派に成長したのでしょうか、巣立ちの時を迎えま

した。３つの巣で子育てをしていたので、一気にいなくなって寂しいです。 

しかし、先日よく見ると、また新たな巣を作り始めました。１シーズンで２

回子育てをすることもあるようですが、また旭が丘小学校を選んでくれたツバメたち…、嬉しいですね。 

＜「旭っ子の心を見つめる教育週間スタート」です＞ 

6 月 27 日（月）から 7 月 1 日（金）の週は「旭っ子の心を見つめる教育週間」です。内容は、 

6 月 27 日（月）…全校朝会（放送集会）、命の大切さや情報モラルにつ 

いての学習 

6 月 28 日（火）…奇数学年（１，３，５年）授業公開  2，3 校時のみ 

6 月 29 日（水）…偶数学年（２，４，６年）授業公開     〃 

6 月 30 日（木）…奇数学年（１，３，５年）授業公開     〃 

         地区別集団下校（１４：００～） 健全協の皆さん参加   

↑（5 年 3 組掲示）     7 月 1 日（金）…偶数学年（２，４，６年）授業公開     〃 

 2７日（月）の全校朝会（放送）では、命の大切さについて話をする予定です。大切だ、大事にする、かけ

がえのないものだ、と言葉で言いながらも、命の意味やつながり、関わり、ふくらみについてすこし深く考

えさせたいと思っています。帰ってきたお子様に、どのような話だったか話題にされてみてください。 

 この期間、分散して授業参観をしていただくようにしています。参観時間が長くならないように（教室内

では 15 分程度で廊下の方と入れ替わるなど）お願いいたします。マスクの着用もお願いします。朝から体

調がすぐれない、風邪の症状がみられる、発熱している方は来校を控えていただくようお願いいたします。 

〇ちょっと難しい話ですが… 改正児童福祉法の成立 

去る 6 月 8 日、改正児童福祉法が成立しました。年々増加する児童虐待に伴う対応が急務となったことが

その背景にあります。特に実効性のある運用を目指しているといわれています。具体的には、 

〇児童相談所等による一時保護の要否を、裁判官が判断する司法審査制度の導入 

〇自立支援を受けられる年齢制限の撤廃 

〇既存の関係機関に加え、市町の関係機関との連携による切れ間ない支援の展開 

〇一時保護や入所の際、子の意見を勘案すること  などがあげられています。要するに今まで以上に、

子どもを守るための動きを充実させることを狙いとしているようです。通報や支援要請が増している今、子

どもを守る環境の充実、子育てに関する大人の姿勢があらためて問われることとなりそうです。 
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